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労使関係における集団の意義
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　労使をめぐる関係において，集団は特別な位置付け
をもつ。集団とは単なる個人の集合ではなく，あくま
でも集団として固有の目的や役割を担う存在とされ
る。とくに，集団的労使関係の中核を担う労働組合
は，争議行為などの正当な活動に関して民事免責・刑
事免責といった法律上の特権をもち，特別の効力をも
つ労働協約を締結して構成員の労働条件を規律するこ
とができる。個々人では弱い交渉力が，集団化によっ
て経営側と対等にわたりあう力をもつことで，労使自
治を担う能動的存在となりうるのである。
　もっとも，集団の意思決定には，内部の意見集約や
運営の過程において多様性が捨象されてしまうおそれ
を構造的に内包する。従来のいわゆる日本的雇用慣行
の下では，企業内で男性正社員を中心に組織された組
合が，ほぼ全構成員に共通した利害の調整に関して，
対使用者で大きな役割を果たしてきた。しかし近年，
労働組合の組織率低下や，就業上のニーズの変化，従
業員の多様化，企業の組織的再編が進むなか，均質な
労働者を前提にした既存の集団の役割は再考を迫られ
ているようにもみえる。組合内で従前はマイノリティ
であった非正規労働者の組織化や女性役員の登用が進
む一方で，合同労組などの企業外の集団，組合以外の
従業員代表活動，ひいては労働者に括られない働き手
の集団化もみられる。これに呼応して，企業や社会に
とっての労働者集団の役割も問い直されるだろう。そ
こで本特集では，労使関係において「集団」のもつ意
義や役割について，集団性をもつ多様な労使コミュニ
ケーションの実態を捉えつつその展望を探りたい。
　いわゆる日本的雇用慣行（終身雇用，年功賃金，企
業別労働組合）は，均質性を内包する集団という共通
項で貫かれていた。呉論文はまず，バブル経済崩壊以
降，労働争議件数の激減とともに賃金が上がらなく
なっており，内部留保や株主への配当率の増加に相反
して集団力が低下していることを指摘する。日本の協
約適用率は組合組織率とほぼ同率であるため，集団力

の拡大には何よりも組織拡大が重要となるが，非正規
労働者の組織化，子会社労働者の組織化，企業グルー
プレベルの連携強化や職種別労働組合の結成などさま
ざまな集団力の拡大強化が図られつつも，組織率は低
下の一途を辿っている。そこで現実的代案として示さ
れるのが，従業員代表法制の導入である。先んじて導
入された韓国の労使協議会制度においては，企業経営
の透明性，労働者の参加性，主体性，企業経営への納
得性という「4つの性」が確保されることで，継続的
な賃金上昇がみられている。組合と従業員代表制の相
互作用によって，労使関係の対等性原則を実現する展
望がひらかれる。
　こうした労働者利益の多様化の中で，労働者集団が
本来果たすべき役割とは何であったか。桑村論文はこ
れを，個人のレベルでは実現できない労働者の保護
と，集団的事項における労働者利益の適正な反映とい
う 2点に整理する。いずれの点でも，現行の過半数代
表・労使委員会は，その制度的基盤が整備されている
とはいえない。無組合企業において交渉主体を確保す
る利点に目がいきがちであるが，労働者集団の代表
に，労働者個人には認められない特別な権限を付与す
ることの意義を見失ってはいけないと警鐘が鳴らされ
る。労働組合法制についても，協約の不利益変更の場
面での組合内部の利益調整のあり方，協約外の者への
拡張適用制度に関して，さらなる議論の必要性が生じ
ている。
　労働組合の交渉力は，集団自体の機能強化を図る仕
組みを基礎に，多数決を基本とした意思決定によって
支えられている。組合内部の多様化を進めると，意思
決定にあたって集団内部において，さまざまな利益を
調整する仕組みがより重要になるはずである。従来の
労働組合は，組織化の実態において男性性の高い組織
といえるが，女性役員を調査対象とした本格的研究は
少ない。そのなかで，本田論文は，組合において精力
的に取り組まれているはずの男女活動が，組合活動の
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重視度では極めて劣位にあることや，仕事・家庭・労
組という三重の役割の負担が大きく労組活動の時間が
捻出できないなど，性別役割分業などによって生じて
いる女性役員の「壁」や「崖」を考察する。女性役員
の空洞化，男女平等進展のための数値目標が手段の目
的化に陥ることへの強い危機感は，組合の代表性のあ
り方に一石を投じている。
　集団のもつ力は，必ずしも争う場面で発揮されると
は限らない。とくに日本の労働組合は協調的であると
され，日常的なコミュニケーションが安定的な労使関
係を支えてきた。青木論文は，日本企業ではイン
フォーマルな労使交渉が豊富に行われており，フォー
マルな労使交渉と連動して労使紛争の予防や処理に貢
献してきた実態を詳らかにする。組合活動と経営の下
意上達は，組合の職場役員を兼務するチームリーダー
によって重なり，相互に関連し合っているという。
もっとも，無組合企業による下意上達は，フォーマル
な労使交渉との相互作用が働かないため，組合の十分
な代替とはなっていない。現場の発言力低下が懸念さ
れているが，それが職場労働者集団の経営参加力の低
下なのか，それを発言力に繫げる組合活動が機能して
いないのか，そもそも職場労働者集団の貢献への期待
が縮小していないかなど，今後の労使コミュニケー
ションの変化が注視される。
　視点を反転させ，経営側が集団的労使関係に見出す
意義を論じるのが田中論文である。ここで主張される
のは，企業業績を労使で協力して増大させ，労使が協
調的なスタンスで成果を配分することの普遍的価値で
ある。その一例が，日経連の開発した「賃金支払能力
システム」とされる。これは戦後，1990 年代までの企
業内労働組合を中心とした単一的な労働者集団の下
で，労使協調体制に基づいて労使の協議と協力を前提
として提案された成果配分システムであったが，従業
員管理の「個別化」と労働者集団の「多様化」によって
見直しが模索されていく。新しい時代におけるソーシャ
ルパートナーとしての労使関係を築くため，法制度を
含めた集団的労使関係の抜本的な見直しも示唆される。
　そして，公的な政策や制度の形成と，当該国家・地
域における労働者集団のあり方との複雑な関係を論じ
るのが兵頭論文である。たとえば最低賃金制を例にと
り，英米独の歴史的プロセスをみれば，労働組合が高

い交渉力や協約適用率をもつ場合には国家による法規
制としての最賃制の導入や改善を求めるインセンティ
ブは生じず，逆に自ら十分な賃金水準を実現する力を
失ったときに代償としての国家介入を求める，という
関係が成り立つようにみえる。もっとも，歴史的経路
や産業構造・政治構造，組合自体のリーダーシップの
ありようなどに規定された，労働組合の社会的性格は
無視できない。日本では，正規雇用労働者からなる企
業別組合は，非正規労働者の家計補助賃金を規制する
にすぎない最賃には無関心であったと言われる。しか
し戦後，総評の策定した「賃金綱領」は単身者の家計
を維持しうる水準を求め，最賃がメインストリームの
労働者の賃金を押し上げる効果を発揮しうるものと捉
えられていたとし，労働組合が最賃制の政策決定の過
程において果たしてきた役割に改めて目を向けさせる。
　さらに今日では，プラットフォームワーカーなど，
典型的な労働契約関係を結ばない働き手が増えてい
る。こうした独立契約者への政策的対応は世界各国で
試みられているが，従来の労働者・非労働者の二分法
からの政策転換は容易ではない。この点，日本と同
様，企業別労使関係が不安定労働者の脆弱性と過小代
表性の元凶とされてきた韓国において，約 20年にわた
る「特殊形態勤労従事者」の組織化とその保護策をめ
ぐる議論の蓄積のうえに，プラットフォームワーカー
の組織化が進んでいることが注目されよう。安論文は，
全国的な賃金水準統一化を実現した産別交渉の事例な
どを紹介し，いまが不安定労働者を包摂する集団的労
使関係の再構築，そして集団としての労働組合の社会
的な再認識の好機であることを説得的に描き出す。
　これらの論考はいずれも，時代や地域を超えた集団
の普遍的価値を認め，従来の職場の均質性を前提とし
た集団の力が細るなかで，さらに拡大し続ける労使の
非対称性を是正するための新たな包摂の道を指し示し
ている。制度改革も，集団自らによる変革も，長らく
その必要性が叫ばれながら停滞し，もはや抜き差しな
らないところまで来ているようにみえる。本特集に鏤
められた手がかりが広く届き，なるべく早く実を結ぶ
ことを期待したい。
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